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巻頭言

旧公益法人による新制度に基づく法人へ
の移行申請の受付が始まり、連合総研も
2011年4月に新しい公益財団法人へ移行
した。そしてこの5年間の移行申請期限は、
昨年11月末に終了した。
　民間部門における非営利組織の公益
的な活動を促進する制度的枠組みという
意味では一つの新しい段階に入ったと言
えよう。連合総研においても、市民社会
セクターに位置し、共通の社会的目的を
もった非営利組織に関する新規のプロ
ジェクトとして、「日本における社会基盤・
社会組織のあり方」に関する研究を始め
たところである。なお、現政権では「共
助社会づくり」懇談会を開催しているが、
どの程度本気で取り組むのかはよく分か
らない。
　現内閣発足からの日数は間もなく、前
の野田首相の在任期間を上回るが、野田
内閣が成立させた「社会保障と税の一体
改革」の第一歩として、消費税の税率が、
実に17年ぶりに引き上げられた。初めて
消費税が導入された25年前の4月1日、大
臣のスーパー店舗視察に広報室長として
記者たちと同行したが、今回の税率上昇
分は当時と同じ３％である。生活と経済
に対する影響はこれから注視を要する。
　量的・質的金融緩和の開始から1年と
なる。賑やかに唱えられている「三本の 
矢」とそれによる好循環の形成も、この
ままでは２本目の「第一の矢」（追加の金
融緩和）と3本目の「第二の矢」（平成26
年度補正予算）が出てくるだけかも知れ
ない。2020年東京オリンピックを「第四の
矢」に挙げる向きもあるが、むしろ財政
の健全化に本腰で取り組まなければ、折
角の一体改革が挫折しかねず、政権が
期待する「マーケット」の失望を招くこと
にもなろう。
　「世界で一番企業が活躍しやすい国」
という言葉が、最近、「働く人と企業にとっ
て世界トップレベルの活動しやすい環境
の実現」と言い換えられたのか否かは判
然としないが、「ふつうの人が生き甲斐を
もって人生を送る社会」を目指し、民間
の非営利組織が重要な役割をもって社会
を支えていく、という姿がむしろ課題なの
ではないか。

会から政府に出された意見書の大きな
柱は「自主的社会参加活動の活性化」
であった。当時、事務局の課長補佐とし
てこれを担当した。国民生活を支える大
事な部門でありながら、政府部門と市場
部門から成るフォーマル部門に対して、
地域、家庭、グループ・サークル・団体
等で形成されるインフォーマル部門（社
会部門）にはあまり関心がもたれてこな
かったことから、同審議会は、この部門
で行われる多様な活動のうち、人々が
自主的な発意によって、より良い生活を
創りだそうとする身近な自主的社会参加
活動に焦点を当てて審議した。そして、
経済的活力を担う企業活動と並んで社
会的活力の中心をなす自主的社会参加
活動の活力に、今後の創造的安定社会
を構築するための新しい役割が期待さ
れるとして、その環境条件整備を政府
に求める審議会意見をまとめた。
　阪神淡路大震災でボランティア活動に
大きな注目が集まり、こうした活動を促
進する法制度に向けての議論が盛り上
がった際、政府側のとりまとめ窓口は経
済企画庁国民生活局とされた。議員立
法であるＮＰＯ法が最初に衆議院で「市
民活動促進法案」という名で可決され
た1997年には、担当課長を務めている
という巡り合せとなった。法案は、参議
院による修正を経て1998年3月に「特定
非営利活動促進法」として成立した。
同年12月施行からの15年間に、全国で
多くの特定非営利活動法人が設立され、
活発な活動が行われている。同法につ
いては、超党派の議員連盟などが推進
力となって数度の改正が行われ、関連
する税制（市民公益税制）を含め制度
の改善が図られてきている。
　一方、公益法人制度の抜本改革につ
いては、従来は主務官庁の一体的裁量
に委ねられていた、法人の設立と公益性
の判断とを分離するなどの有識者会議
報告から10年となる。2006年5月に公益
法人制度改革関連三法が成立し、新制
度は2008年12月から施行された。準則
主義による新たな一般社団・財団法人
の設立とともに、民法34条に拠っていた

30 年前の1984年4月、内閣総理大臣
の諮問機関である国民生活審議
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　 視　点

連合総研では毎年4月と10月の年2回、「勤労者短観」

（正規名称：勤労者の仕事と暮らしについてのアンケー

ト）を実施してきた。このDIOが出るころにはちょうど

第27回目の調査を終え、分析作業に入っている時期だ

ろう。私は連合総研に5年9カ月勤務したが、その間に

この「勤労者短観」は11回（第16 ～ 26回）担当し、

個人的にも思い入れの強い調査である。

さて、この「勤労者短観」だが、前回の第26回調査

の目玉トピックスがいわゆる「ブラック企業」に関す

る内容だった。もともと「ブラック企業」という言葉

自体、広く認知されるようになった現在でも定義がはっ

きりしていない。そのため「勤労者短観」の設問を作

るにあたって、事務局内でもかなり議論をした。結局、

マスコミでこの言葉が使われる際に「若者を使い捨て」

にしているというニュアンスが入っているということ

でこれに従ったが、20代の若者の4人に1人が勤め先

を「ブラック企業」だと考えているという結果は衝撃

的だった。

いまどきの大学生は、インターネットの検索エンジ

ンで企業名を入力すれば、その企業のうわさや実際に

働いている人、あるいは働いていた人の書き込みを読

むことができる（情報の真偽は怪しい部分があるが）。

それで自分が使い捨てにされそうな「ブラック企業」

への就職をためらうこともあるだろう。しかし、それ

だけでは「ブラック企業」問題の根本的な解決にはな

らないので、前回の「視点」（DIO No.281：2013年

3月号）では、学生に対する労働教育、特に法的に認め

られている雇用・労働条件に関する権利等の教育内容

を充実させることが必要だと主張したところである。

このようななか、昨年「ブラック企業対策プロジェクト」

が発足し、学生向けに『ブラック企業の見分け方』と

題した冊子を公開するなどの活動をしているが、この

ような取り組みは非常に重要だと思う。

しかし、年始に研究仲間と集まって議論したときに、

一定レベル以上の大学の学生の目には、若いうちに使

い捨てにされる可能性が高くても、ハードワークに耐

えて勝ち残れば高額の報酬が得られたり、業界のスター

プレイヤーとして活躍できたりする可能性が少しでも

ある企業であれば、十分魅力的に映っているのではな

いかという話になった。実際、若者が「安定した大企

業への就職は失敗したけれど、そのような企業だった

ら就職できるし、相当がんばれば成功者になれる」と

安易に考え、一見地味に映る堅実な中小企業よりもそ

のような企業を選びたくなる気持ちはなんとなくわか

る。かつて自分たちの世代もそうだったように、子ど

もの頃から「夢をもちなさい」、「苦しくてもチャレン

ジしなさい」、「最後まであきらめるな」という教育を

受けてきた。少年向けのマンガも、ハードな努力・修

行の後には奇跡的な勝利・成功という筋書きだった。

そのような子ども時代をすごした人生経験の少ない若

者が、「ブラック企業」ではないかという思いをどこか

に持ちながらも、自発的にそのような企業に就職して

しまう状況があるのではないかということである。

そこで問題になるのが労働教育、（広義の）キャリア

教育のあり方である。常識的な対応として、法律で守

られた労働者の権利を教えること、一見地味に映る堅

実な仕事の価値を伝えることが最低限必要だろう。こ

こからは議論が分かれるだろうが、子どもの頃からずっ

と刷り込まれてきた価値観をいったんリセットする教

育について、是非を議論する余地があると思う。「ブラッ

ク企業」の犠牲者を減らすという観点からは、「大きな

夢でなく堅実な幸せを」「ほどほどでいい」「身の丈を

わきまえよ」という教えは、時と場合によっては、もっ

と見直されていいのではないか。もっとも、私自身も

年齢を重ねてから、その良さを理解できるようになっ

たのだが…。

（連合総研・前研究員　南雲智映）

「ブラック企業」対策に必要な教育とは

―		3		―
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日本型就職・雇用モデルの
崩壊と教育の課題

１．新規学卒一括採用と日本型雇用

　よく知られているように、1980年代までの

日本の若者の「学校から仕事への移行」の仕

組みは、きわめて円滑で効率的なものとして、

国際的にも高く評価されてきた1。1970年代以

降、若年失業率の上昇に苦しむ欧米諸国を横

目に見ながら、日本の労働行政の関係者らは、

「日本には若年雇用問題は存在しない」と豪

語していたほどである。

　こうした円滑な「移行」を実現する鍵とし

て機能したのは、一つには、「新規学卒一括

採用」という独占的・排他的な若年労働市場

が成立していたことである。もう一つは、新

卒採用によって就職した若者は、「日本型雇

用」によって長期雇用を保障され、OJTを軸

とする企業内教育を通じて、職業的な知識や

スキルを獲得できたという事実である。つま

り、職業的能力の有無を測って人を雇う「ジ

ョブ型」の雇用ではなく、入社後の「伸びしろ」

を期待させる潜在的能力によって新卒者を雇

う「メンバーシップ型」の雇用が、全般化し

ていたということである2。

　だからこそ、生徒数比率では7割超を普通

科が占めるという、国際的にはかなり稀有な

システムを形成してきた日本の高校も、職業

的レリバンスをほとんど有しない専門教育を

行う日本の大学の文系学部も、生徒・学生を

就職させるという点では困難を抱えずに済ん

できたのである。

　もちろん、「新規学卒一括採用から日本型

雇用へ」という「学校から仕事への移行」の

仕組みは、職業的レリバンスなき日本の高校・

大学を「安心」させ、新卒者たちに長期雇用・

年功型賃金・企業内福利厚生を享受できると

いったメリットを与えていただけではない。

企業側にも、安定的な人員確保を可能にして、

企業内の人的資源管理を円滑・効率化し、企

業内教育によって社員を「わが社」の人材へ

と育てあげ、企業側の都合で配置転換や転勤、

残業等を含む社員の「働き方」を統制できた

というメリットを与えてもいた3。こうした、

言わばwin-winの関係が成立していたがゆえ

に、高度経済成長期に確立したこの「学校か

ら仕事への移行」ルートは、その後20年以上

も維持され、就職と雇用にまたがる独特の日

本型モデルをつくりあげたのである。

２． 「日本型就職・雇用モデル」の崩壊と若

者の現状

　しかし、これまた周知のように、こうした「日

本型就職・雇用モデル」は、1990年代以降、

しだいに崩れはじめる。バブル経済の崩壊、

グローバリゼーションの影響下での国際的な

経済競争の激化、結果としての日本経済の長

期不況は、日本企業に、かつてのような「日

本型雇用」をフルスペックで維持することを

児美川　孝一郎
（法政大学キャリアデザイン学部教授）

―		4		―
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放棄させることになった。日経連の「新時代

の日本的経営」（1995年）が描いたように4、

日本企業は、正社員の雇用を手控え、その不

足分を非正規雇用に置き換えるという方向へ

と雇用方針を転換させた。時の政治もまた、

例えば、派遣労働の規制緩和を進めるといっ

た形で「労働力の流動化」を促し、企業の方

針転換に手を貸したと言うことができる。そ

れが、今日では大きな社会問題となっている

若年雇用問題の起点である。

　もちろん、現在でも「新規学卒一括採用」

は行われているし、「日本型雇用」が完全に

消滅したわけではない。しかし、「新規学卒

一括採用から日本型雇用へ」という「移行」

ルートに乗ることのできる若年層は量的に縮

小し、大卒でも４人に１人は、そこからこぼ

れ落ちている5。こぼれ落ちた者たちの行き先

は、基本的には非正規雇用である。

　さらに、「日本型雇用」そのものが変質しは

じめている。長期雇用の安定性は、かつてと

は比較もできないほどに揺らぎ、会社自体が

経営危機・倒産に陥るリスク、労働者の側に

とっては、「追い出し部屋」を含めて、リスト

ラの憂き目にあう可能性が高まっている。ま

た、従来であれば、会社都合で働かされるこ

との「見返り」として期待できたはずの賃金

や処遇も、ぎりぎりのラインまで切り縮めら

れている。果ては、「ブラック企業」やまとも

な処遇がなされているとは思えない「周辺的

（なんちゃって）正社員」の横行である。

　雇用をめぐる若者たちの苦境は、就職活動

の時点での就職難だけに限られるわけではな

い。彼らは正規・非正規のどちらに進んでも、

必ずリスクが待ち受けているという「袋小路」

の状態に置かれている。

　正社員が絶対に「安定」という時代ではな 

く、どこかの段階で、自発的か非自発的かは

別として離職・転職や失業状態に陥ることは

けっして珍しいことではない。初期キャリア

を非正規雇用からはじめた者たちは、正社員

への転換が不可能ではないとしても、非正規

では職業能力開発の機会に恵まれない等の理

由で、その後も険しい道を歩み続けざるをえ

ない。今でこそ、求職者支援制度のように雇

用保険が受給できない者に対して生活給付と

職業訓練をセットで提供するような枠組みも

できているが、それがすべての若者に対する

セーフティネットになっているとは言い難い

現状がある。

３．キャリア教育の問題性

　以上のように、「日本型就職・雇用モデル」

の崩壊は若年層の「学校から仕事への移行」

に対して深刻な悪影響を及ぼし続けている。

そうした状況を見据えつつ、近年、教育政策

の分野で、にわかに力を入れられているのが

小学校・中学校・高校・大学を通じたキャリ

ア教育の推進である6。しかし、結論的に言っ

てしまえば、現在、展開されているキャリア

教育には、（個別・具体的な各論は省くとして）

総論としても、以下のような問題性を指摘せ

ざるをえない。

　第一に、現在主流の政策としてのキャリア

教育は、若者の就職難の原因を基本的には労

働市場や企業の雇用方針には求めず、専ら若

者の側の意識（就労意欲の欠如、職業意識の

未熟さ等）と能力（エンプロイアビリティの

欠如）の問題に「責任転嫁」してしまっている。

若者の側に、意識改善や能力向上を求めるべ

き点がまったくないわけではないが、キャリ

ア教育政策の構図そのものは、教育（＝若者

のテコ入れ）によって社会問題を「解決」し

ようとする逆立ちした構図になっている。

　第二に、いま述べた点ともかかわるが、政

策としてのキャリア教育が熱心なのは、若者

の意識に訴え、彼らの「基礎的・汎用的能力」

を向上させるための教育であって7、少なくと

も高校段階以上の若者に、どこかの教育段階

で十全な職業教育を保障しようとする発想か

らはほど遠い。「日本的雇用」が盤石で、ほと

―		5		―
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んどの若者が正社員としての長期雇用のもと

で企業内教育を受けられた時代であればとも

かく、現在では、学校制度の内外で若者に対

する公的な職業能力開発の機会を保障するこ

とが喫緊の課題となっているにもかかわらず、

である。

　第三に、政策としてのキャリア教育は、結

局のところ「今ある労働市場に、ともかくも

正社員としてもぐり込め」という「適応」の

論理を大前提にしている。しかし、そうした

適応主義的な就職の仕方や働き方が、戦後の

日本人、とりわけ男性正社員の「会社人間」「働

き蜂」「社畜」と揶揄されるような労働の実態

を生み出し、現在では「ブラック企業」の跋

扈や暗躍を許してしまっているのは明らかで

あろう。人が生活し、働いていくうえでは、

確かに「適応」も重要なのだが、それと同時

に「抵抗」の術を身につけることも必須であ

る8。現在主流のキャリア教育においては、こ

の「抵抗」の視点がきわめて弱いと言わざる

をえない。

４．職業・労働教育を含んだキャリア教育へ

　では、現下の状況下において教育が取り組

むべき課題は何なのか。

　すでに述べたように、教育政策が進めるキ

ャリア教育には多くの問題点がはらまれてい

る。しかし、若者たちを自らのキャリア形成

の主体へと育てていくという意味での本来の

キャリア教育は、ますますその必要性と重要

性を高めている。そこには、政策としてのキ

ャリア教育の問題性を克服するためにも、以

下のような二つの要素が不可欠である。

　一つは、少なくとも高校段階以上の教育に

おいて、すべての若者に職業教育の機会を提

供できるようにすることである。もう一つは

キャリア教育における「抵抗」の論理、端的

には労働法や労働者の権利についての真っ当

な教育を位置づけることである。

　前者に関しては、普通科が圧倒的に主流の

高校教育や大学の文系学部の教育を想定する

と制度的にも制約が存在する。しかし、「新規

学卒一括採用から日本的雇用へ」という移行

ルートに依存し、そこに「安住」できない者

が増えている状況においては、若者たちが学

校・大学在学中に一定の職業的・専門的な知

識やスキルを身につけておくことは、その後

のキャリアをこぎわたっていくためにも必須

である。教育制度の内外の職業教育訓練機関

との連携や産業界との連携を含めて、可能な

ところからの改善が求められる。また、中・

長期的には、大胆な制度改革が試みられるべ

きであろう。

　後者は、大掛かりな制度改革や条件整備を

しなくても、実は今すぐにでも取り組むこと

のできる課題である。労働法や労働組合の役

割や意義を、知識としてだけではなく実践的

に伝える、「働くこと」について考えさせると

同時に、多様な働き方や雇用条件、その実態

について伝えていく骨太の労働教育は、「日本

的就職・雇用モデル」が崩壊した今日のよう

な若年労働市場に若者たちを送り出す教育機

関が、絶対に取り組まなくてはいけない教育

の課題である。

　その際、学校の側では、こうした労働教育

のための「時間」をなかなか捻出できないと

いう制約があるかもしれない。しかし、社会

科や家庭科といった教科の中での関連単元を

重視する、総合的な学習の時間を活用する等、

対処の方法が存在しないわけではない。また、

教育界においては、そもそもどのように労働

教育を実施していけばよいのかについて、ノ

ウハウが存在しないという事情も考えられる。

しかし、ここでこそ労働組合や労働問題を扱

うNPO等の「出番」があると言うべきであろ

う。

　この手の労働教育は、それが単なる「知識

教育」になってしまうようでは、それほどの

教育効果を期待することができない。現実に

活用することのできる、生きた「知」として
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提供されることが必要なのである。その意味

で、若い人たちが生身の「労働者」に出会い、

個別の職場の実態に触れ、現実の紛争事例を

通じて学んでいくことができるような「実践

的な教育」が求められる。そのために、労働

組合が学校教育と連携しながら果たすことの

できる役割への期待は大きい。

　筆者の勤務する大学では、連合から寄附講

座の提供を受けて「働くことと労働組合」と

題する通年の講義を展開している。学生の評

判も悪くなく、こうした取り組みがもっと広

がっていくことを期待したい。もちろん個々

の大学の事情によっては、とりわけ高校の場

合には、長期間の授業時間を提供することが

難しいこともあろう。その場合には、スポッ

トの授業時間を割り当て、ゲスト講師等のか

たちで学校と労働組合との連携をはかること

も可能である。労働法の教育などを生きた姿

で行うためには、労働組合が学校教育に貢献

できる可能性は非常に大きいと言うことがで

きる。

　また、キャリア教育におけるインターンシ

ップと言えば、生徒・学生が「事業所」に出

向くのが定番である。しかし、労働問題の生

きた「材料」の宝庫とも言える労働組合が、

インターンシップの受け入れ先になるといっ

たことも十分に考えられてよいのではないか。

最後に、個々の組合員が自らの家庭において、

学校教育に欠けがちな労働教育の「リアリテ

ィ」を補うことも、効果の期待できる役割で

あろう。

 1  例えば、OECD、From Initial Education to Working 
Life - Making Transitions Work、2000 を参照。

 2  雇用の「ジョブ型」「メンバーシップ型」については、
濱口桂一郎『若者と労働』中公新書、2013年を参照。

 3  詳しくは、拙著『若者はなぜ「就職」できなくなっ
たのか』日本図書センター、2011年を参照。

 4  そもそも雇用を「ポートフォリオ」（資産管理）にな
ぞらえるようなこの報告書が、何ゆえにまかり通っ
てしまったのか。当時の労働運動の反応はどうだっ
たのか。伝統的な「非正規雇用」は主婦のパートと
学生のアルバイトであったが、その労働条件や処遇
について、正社員中心の労働運動は、大きな関心を
持ってこなかったことが影響していないのかどうか
等、少なくとも現時点では、真摯に検証すべき課題
が存在しているように思う。

 5  2013年度の文部科学省「学校基本調査（高等教育機
関）」で、大卒の「卒業後の状況調査」を見ても進
学者が11.3％、正規の就職者が63.2％にすぎない。

 6  キャリア教育政策の登場の背景、その後の政策展開、
その問題点等について、詳しくは、拙著『権利とし
てのキャリア教育』明石書店、2007年、『キャリア教
育のウソ』ちくまプリマー新書、2013年を参照。

 7  中央教育審議会の答申「今後の学校におけるキャリ
ア教育・職業教育の在り方」（2011年）以降、答申が
期待した職業教育の強化・充実の方向ではなく、「基
礎的・汎用的能力」の育成を重視する方向での政策
が強められているように見える。

 8  本田由紀『教育の職業的意義』ちくま書房、2009年
を参照。
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１．はじめに
　「ブラック企業」。今ではこの言葉を知らな
い人はいないだろう。この言葉は、2000年代
中ごろにインターネット上の掲示板に「悪口」
として広がったもので、その後、就職活動を
行う学生たちの間で広く用いられるようにな
った。
　当初、この言葉は一部の身勝手な若者の間
で用いられる、信憑性のない言葉として扱わ
れた。確かに、何が「ブラック」の内容であ
るのか、若者自身の「甘え」との境目はどこ
であるのか、釈然としないことも事実である。
多くの方が、この言葉の登場に「違和感」を
持たれたことだろう。だが、それにもかかわ
らず、この言葉は広がり、今では政府も対策

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

に乗り出している
4 4 4 4 4 4 4 4

。それはなぜなのか。そして、
私たちはこの問題にどう向き合えばよいのだ
ろうか。
　まずは、「ブラック企業」とよばれる企業の
実態からみていこう。

２．ブラック企業問題の実態
　私は2006年にNPO法人POSSEを立ち上げ、
以来、若者からの労働相談に関わってきた。
関わった相談件数は、昨年だけで1,300件、累
計では3,000件を超える。この経験のなかで、
私は今でいう「ブラック企業」の事例に数多
く出会ってきた。「ブラック企業」とは、一言
でいえば、「正社員」として採用されたにもか
かわらず、劣悪な労働条件で働かせ、早期に
離職せざるを得なくなるような企業のことだ。
なかには、過酷な労働を強いられてうつ病な
ど精神疾患を患うに至っている者も少なくな
い。ブラック企業は「大量採用・大量離職」
を繰り返しており、高い離職率を特徴として
いる。

　早期離職の形態は「選別型」と「使い潰し型」
の二通りに分類できる。
・「選別型」
　「選別型」の場合には、会社は若者を大量
に採用した上で、「使える者」だけを残して、「使
えない」と判断した者には自己都合退職を強
要する。例えば、ある1,000人規模のIT企業で
は、毎年200人採用し、1年で半分以上を退職
に追い込んでいた。毎年大量に採用するゆえ
に、解雇を合法的に行うことは絶対にできな

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

い
4

。だから、解雇ではなく、自己都合で退職
するように強要する。
　そのために、いじめ、いやがらせなどのハ
ラスメント行為が戦略的に行われる。「辞めさ
せる」ことが決まっている社員は、研修で何
をしても全否定され、だんだんと何が正しく、
何を努力すればよいのかわからなくなる。
　それでも辞めない若者に対しては、「カウン
セリング」と称して、さらなるハラスメント
が行われる。本人の適性、育った環境、これ
までの人生をまるごと「反省」させる。例えば、

「お前は子どもの頃から怠けていた」「親に甘
やかされて育った」「他人に対して感謝の気
持ちがない」から、仕事で成果がでないのだ、
というぐあいである。
　さらにエスカレートすると、「お前は根性が
足りないから、町でナンパをして来い」、「仕
事の意味が分かっていないから、ホームレス
に話を聞いてこい」、あげくは「ジャージを着
て出勤しろ」などと命令し、精神的に追い込
まれていく。
　印象的なのは、これだけのハラスメントを
受けながら、「選別」にさらされた相談者は、「自
分が悪いから仕方がない」と言っていたこと
である。離職相談の内容は、決まって「自己
都合退職だと雇用保険がもらえないので困

今野　晴貴
（NPO法人POSSE代表）

ブラック企業の実態と
その対策
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る」というもの。それだけ徹底的に支配され、
抵抗など思いもつかないのである。
　また、選別型には次のようなケースもある。
ある小売大手では、半年間で店長になること

（を目指すこと）が義務付けられている。店長
になることができなければ、「この会社にいる
意味はない」と圧力をかけられる。この試験
に合格するため、日々の業務量が多大な上に、
勤務後や休日には「マニュアル」の暗記を要
求される。終電まで働き、早朝から出勤し、
土日も試験勉強という生活が続く。私が話を
聞いたなかには、「次の日起きられないかもし
れないから、布団を敷かずに床で寝起きした」
というケースもあった。こうして、この会社
では、3年間のうちに、新卒が5割も辞めてし
まう。
　さらに、もっと露骨に、正社員採用後に「予
選」と称して選別競争を強いる企業もある。
例えば、ある気象予報大手企業だ。同社では
入社後半年間を「予選期間」と称している。
この期間に選別競争を強い、長時間労働を課
す。厚生労働省がガイドラインとして定めて
いる「過労死ライン」によると、月に80時間
以上の残業をした場合、生理的に必要な睡眠
時間が確保できないとされているが、同社の
予選期間中には、240時間を超えて残業を行う
者もいる。こうした過重労働の結果、自殺す
る若者が出て事件となった（裁判で和解が成
立）。
　以上のように、ブラック企業は若者を「選別」
するために、パワーハラスメントや長時間過
重労働を課す。正社員として採用されていて
も、実は地位は保障されず、不要と判断され
れば「いつでも解雇される」という状況が続
くことになる。
・「使い潰し型」
　次に、「使い潰し型」は仕事がきつく、入
社後たった数か月から数年で心身を摩耗して
離職を余儀なくされる。「選別型」のように積
極的に退職に追い込まれるわけではないが、
先の見えない過酷労働のなかで心身を病み、
結果的に自己都合退職をせざるを得なくな
る。こうした企業の労務管理を象徴するのが、

「固定残業代」制度である。
　過労死事件を引き起こしたある大手居酒屋
チェーン店の事件が、その典型である。この
会社では、募集の段階で大学新卒採用の労働
条件を「月給19万4,500円」としておきながら、
実は「80時間分の残業代を含む」としていた。
つまり、80時間の残業をして、はじめて基本
となる月給。80時間に残業が満たなければ、

月給は減っていく。その上、80時間を超えた
残業も求められる。被害者は、この長時間労
働のなかで、入社後４か月で、24歳という若
さで過労死してしまったのである。
　こうした「固定残業代」と呼ばれる労働条
件は、新興企業全般に広がっている。どこま
でが基本となる労働時間なのか、それすらあ
いまいな雇用は珍しくはないのである。
　こうした「使い潰し型」の特徴とは、ただ
過酷なだけではなく、たった数年間で体力を
消耗しつくし、退職していくことを「織り込
んで」労務管理を行っていることだ。はじめ
から、長期間継続的に雇うことを想定せずに
酷使し、あたかも摩耗した部品を交換するよ
うに、新しい若者に取り換える。
・代わりはいくらでもいる
　これらの２つに共通している点は、若者や
新卒に対する「価値の低さ」である。従来の「正
社員」雇用では、採用した若者は長期間育成
することが前提とされてきた。だが、ブラッ
ク企業は短期間に次々に使い潰し、また新た
な若者を採用する。それゆえ、「大量採用・
大量離職」という現象を生むのであり、これ
は高い離職率となって現れる。「代わりはいく
らでもいる」から、選別することも、使い潰
すことも躊躇しない。
　一方で、非正規雇用が増えた現在、若者は

「正社員」で就職できるならば、厳しい労働も
覚悟で入社せざるを得ないし、ひとたび正社
員となれば、そう簡単に辞めることもできな
い。親や教師も、正社員で就職して欲しいと
願っている。こうした「正社員」への希望を
逆手に取り、若者を使い捨てる企業が、ブラ
ック企業なのである。
　ブラック企業問題とは、こうした「使い捨
ての労務管理」を行う一群の企業の登場によ
って引き起こされた、社会問題なのである。

３．ブラック企業問題の経緯と政府の対策
・なぜ発見が遅れたのか
　以上のようなブラック企業を生み出した原

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

因は、労使関係の喪失と変容にある
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。
　若者を短期に使い潰すブラック企業は、IT
や外食、小売り、介護といった新興企業が多く、
労組が不在の業界に偏在している。そこでは

「正社員」であっても、長期雇用ではないのだ。
　そもそも「正社員」とは、法的な規則によ
って定められたものではなく、個別企業ごと
の労務管理上の「用語」に過ぎない。終身雇
用・年功賃金・職場内育成（OJT）を特徴と
する日本型雇用も、法律に定められたもので
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はなく、個別企業ごとの労使交渉によって形
作られてきたものだ。
　ブラック企業の「正社員」は、こうした労
使関係が不在の新興企業で広がった。「正社
員」といっても、労使の交渉が行われず、従
来型の労務管理の伝統も持たないのであるか
ら、労働条件は、創業者のまったく恣意の下、
思いのままに決定される。
　しかしながら、こうした新興企業の労務管
理の変化の問題は、これまでほとんど注目さ
れてこなかった。それは、本来労働者の実情
を告発し、改善を交渉する労働組合が不在で
あったからだ。
　こうした「労組不在」「交渉不能」の状況
のなかで、労働条件改善を主張する回路を失
った若者は、インターネット上に「ブラック
企業」と悪口を書く以外に方法がなかったの
である。
・「社会問題」としてのブラック企業
　「労務管理の変化」の実情をはじめに告発
したのが、雑誌『POSSE』のvol.9の「特集：
もう、逃げられない。ブラック企業」であっ
た（後に、『ブラック企業』として文春新書に
まとめられた）。
　この中で私が強調したのは、ブラック企業
の被害は一部の若者にとどまるものではなく、
日本社会全体に及ぶということだ。本来働く
ことで税金を納め、社会を支えるはずの若者
が精神疾患にかかり、むしろ社会の負担を増
やす結果となる。使い潰した企業の側は、そ
の費用を一切負担せずに個人と社会にそのコ
ストを押し付ける。働けない若者の生活を支
えるのは両親であり、治療費は社会保険料と
税金にしわ寄せされる。
　実際に、ブラック企業が原因で働く若者の
精神疾患にかかる医療保険給付は急激に増大
し、大半を占めるに至っている。また、急激
に進む少子化の一因にもなっている。
　さらに、育成せずに使い潰す労務管理の広
がりは、日本の生産性を損なう。もし頑張っ
ても報われず、使い潰すまで酷使される企業
が珍しくないとすれば、これまでのように若
者は仕事に前向きに取り組むことはできない
だろう。それどころか、常に「この企業の仕
事は努力するに値するものなのか？」という
疑問を抱えながら働かねばならない。
　人材の使い潰しが、若い大卒正社員に及ぶ
ことで、日本社会の未来そのものが脅かされ
ている。だからこそ、政府もブラック企業問
題を無視できず、対策を公表するに至ったと
いうわけだ。

４．実践的教育の必要性
・若者のあきらめと受け入れ
　「ブラック企業」がインターネット上に普及
する一方で、職場の違法・不当な行為を若者
は耐え続けている。だから今、労働法の教育
が求められている。しかし、労働相談現場の
視点からすれば、労働法教育の「知識」だけ
を普及したところで、問題は解決しないだろう。
次の調査結果がそのことを示している。
　POSSEが2008年に実施した調査では、若者
の５割以上が違法状態を経験したことがある
と回答した。また、違法状態への対応を質問
したところ、76％が「何もしない」と回答し、
労働基準監督署や労働組合に相談した者は皆
無だった。
　さらに、「何もしない」と回答した若者に限
定して、その最大の理由を尋ねた。すると、
もっとも多かった答えは「違法だと思ったが、
是正させることができるとは思わなかった」

（21％）で、２番目の「そのときは違法だとわ
からなかった」（18％）を上回った。３位以下
は「違法だと思ったが、職場の人間関係が壊
れると思った」「違法だと思ったが、どうすれ
ばいいかわからなかった」「違法だと思ったが、
解決が困難そうなので何もしなかった」と続
く。これらのなかで２位（違法だとわからな
かった）以外を合計するとほぼ半数になる。
　また、2006年にはおよそ3,000人を対象に調
査を行った。このうち半数が労働基準法の内
容を知っていたが、労基法を知っている若者
と知らない若者の間で残業代不払いや有給休
暇の取得の割合にほとんど差が見られなかっ
た。これらの調査からは、法律を知っていて

4 4 4 4 4 4 4 4

も是正する方法がわからない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ために、若者に
あきらめが広がっていることがわかる。
・実践的労働法教育が必要
　実際に、法律を文言の上で学んだとしても

（それすらも、今の教育ではほとんど行われて
いないが）、この権利を実際に行使することは
容易ではない。最近では労基職員や社会保険
労務士が「ワークルール教育」などとして、
学校現場で講義することも多くなった。しか
し、関係者から一様に聞かれるのは、例えば、
残業代の不払いが違法だとわかっても、これ
をどうやって是正していいのかわからずに、
先生も生徒も途方に暮れてしまうというもの
だ。求められているのは、より実践的な労働
法の教育である。
　そもそも、法律上の権利は、「弱い労働者」
には行使することすらできない。これは今日
はじまったことではなく、かつてから問題と
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されてきた事柄である。そのため、戦後、行
政が労基署を設け、権利の救済を行うと同時
に、交渉上の特別の権利を定める労働組合法
が制定された。労働者は孤立した状態では、
いくら「知識」があっても権利の行使が現実
的にできないのである。
　だから、「実践的な労働法教育」とは、孤
立した状態を克服させ、行政の機関を的確に
活用する知見を与えると同時に、労働組合に
加入する実践的な意義を教えることなのであ
る。
・求められる労働法教育
　以上を踏まえ、今、求められている実践的
な労働法教育を実現するためには、（1）自分
を責めないマインド、（2）勤務記録をつける
こと、（3）専門家を頼るの三つがポイントと
なる。
（1）自分を責めないマインド
　第一に、「自分を責めなくてもよいこと」を
教えなければならない。社会には、不正な方
法で人を働かせ、不正競争を行う企業がある
のだということ。法律上の権利を行使するこ
とは、社会正義であることを教える必要があ
る。
　労働相談事例にあった「カウンセリング」
のように、会社のなかで孤立した状態の若者
は、「お前が悪い」と一方的に言われ続けるこ
とで冷静さをすぐに失ってしまう。だからこ
そ、「会社も悪いところがあるのだ」という可
能性を留保する姿勢が重要になるのである。
（2）勤務記録
　その上で、実践的行動で、特に重要となる
のが「記録をとる」ことだろう。残業代の不
払いにせよ、過重労働による精神疾患の罹患
にせよ、勤務記録が不在であると、権利の行
使は難しくなる。このため、勤務記録（労働
時間や指揮命令の内容）のメモを取ることが
決定的な意味を持つ。
　自主的な業務日誌をつけることが、日本社
会の常識として定着すれば、企業は違法労働
を相当やりにくくなるはずである。しかも、
勤務記録をつけるという行為は、企業に対し
て一方的に支配される関係から、自らも相手

（会社）が「契約上の義務を履行しなければ、
記録をとって請求するのだ」という対等な目
線を養うことにもつながっていく。
（3）専門家を頼る
　そしてもっとも決定的な要素は、一人で悩
まずに、「労働側の専門家」に相談できること
を教えることである。記録があり、労組や労
働弁護士に早期につながりさえすれば、違法

を是正できる。孤立して問題解決に当たらな
いようにすることこそが、労働法の本質であ
り、違法労働をなくす最良の手段なのである。

５．労働組合の役割の増大
　最後に、上に述べた「実践的な労働法教育」
を実現するためには、「教育内容」にとどまら
ない二つの条件がある。
　第一に、教育を行う人間の「質」である。
すでに述べたように、最近では社会保険労務
士や労務コンサルタントが「ビジネス」として、
キャリア教育・ワークルール教育に熱心に参
入してきている。ノウハウのない高校・大学
も、彼らに委託せざるを得ないのが実情であ
る。しかし、その多くは労働者の「義務」ば
かりを教えるものや、実践的には役に立ちが
たい「条文教育」である。そうではない、生
きた労働法―権利行使のマインドや対等交渉
の実践が可能であることの教育―を教えられ
る人材を労組・弁護士・NPOが協力して育
成・排出することが急務となっている。
　第二に、近年、労働相談窓口でも高額な報
酬を請求する弁護士や社労士が増加してい
る。いわば、「労使紛争のビジネス化」が進
んでいる（この点については、ぜひ『ブラッ
ク企業ビジネス』を参照していただきたい）。
個別相談の窓口においても、質の高いサポー
ト体制を、連携して構築しなければならない。
　すなわち、「個人を支える、新しい労働運
動のネットワーク」が必要なのであり、こう
した実践を通じ、ノウハウの共有や相互交流
が進むことで、より広範に「実践的な労働法
教育者」を排出していくことも可能になる。

６．おわりに
　ブラック企業の「社会問題」としての認知
が広がったことで、若者はこれまでよりも違
法企業の告発や労使交渉へと進みやすくなっ
た。厚労省の対策も、若者の背中を押すこと
は間違いない。
　「ブラック企業問題」の広がりは、深刻な問
題であると同時に、日本に新しい労使関係を
打ち立てる「好機」でもあるのだ。私たち
NPOも、労働者の権利を守る社会的ネットワ
ーク構築に、微力ながら尽力していきたいと
思っている。
　「ブラック企業の社会問題化」が日本の新
しい健全な労働社会の実現の第一歩となるよ
う、今、私たちには、新しい労働運動へむけ
た取り組みが求められている。
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特
集

特集		3

若
者
雇
用
と
労
働
教
育

１．高校の教室から

　「あーあ！ またかよ。」「どうした？」「これ
から仕事だよ。参っちゃった。」「仕方ないだろう。
人生厳しいぞ。お金をかせぐって楽じゃないん
だぞ。」「でもさあ、お金かせいでるわけじゃな
いんだよ。」
　話を聞くと、アルバイト先は24時間営業のス
ーパーの鮮魚店。昼間働き定時制の授業に出て、
授業が終わった後、また呼び出される。そんな
働き方を高校１年から２年の夏まで続けてきた
という。しかも夜は嫌だといっても恫喝される
ように働かされ、タイムカードも押させてもら
っていないという。おかしいぞ！ 早速一緒に
労働基準局に相談してみる。２人の高校生に対
する搾取は合計200万円になった。　

教師： 最低賃金はすべての労働者に適用されま
す。アルバイトにも適用されます。都道
府県ごとの地域別最低賃金と産業別最低
賃金が定められています。皆さんはこの
地域の最低賃金を知っていますか?

生徒：知らなーい。
教師：本県の最低賃金は○○○円です。
生徒： えー！ でも、最初の1か月はテスト期間

だから半額だって言われた。
教師： それは最低賃金法違反になるね。きちん

と、雇い主の人と話したほうがいいよ。
生徒：うーん。なんか面倒くさい。

　宅配ピザ屋の配達のバイトをする生徒。配達
時に前方の車と接触し転倒。バイクは破損し、
本人もケガを負った。勤務中の事故であり、労
災の対象と思われるが、罰金3万円を店から請
求される。バイト先での居心地を悪くしたくな
いし、頑張りたくない。3万円払って泣き寝入り
する生徒。

　上記はいずれも組合員からの報告で実際に
あったできごとである。日本中の高校のどこ
でもありうる。非正規、正規を問わず、多く
の働く若者に起こりうる現実でもある。高校
の教室から若者が置かれている労働の状況を
垣間見ることができる。
　「生徒たちには、労働法や社会保障制度に
ついて丹念に指導してきたが、長年の教師生
活のなかでも不当労働行為に声をあげた生徒
は２人しかいない。２人は30日前解雇通知を
受けずに辞めさせられそうになったところを
訴えて、30日分の給料を出させて辞めた。辞
める覚悟がある生徒は訴えることができるが、
辞めることができない状況にあれば不当な職
場でも訴えることができないということだろ
う。」定時制高校に勤めるベテラン教員の述懐
である。

２． 若者の労働法の理解と職場のトラブルに
　　対する対処のしかた
　15歳から24歳の男女学生・生徒の労働法の
理解についての調査（「労働関係法制度の知
識の理解状況に関する調査　2008」）がある。

　同調査では、社会人にも同じ項目を聞き、
比較している。団結権以外、社会人の方が理
解度のポイントが高い。すなわち、労働関係
法制度に関する知識は社会人になってからの
経験によってさらに理解が深まるものであろ

成田　恭子
（日本教職員組合高校センター事務局長）

寄
稿

高校から広げる労働教育
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う。注目すべきは問題に遭遇したときの態度
である。若者は半数以上何の対応もしていな
い。理由はそのうちの半数以上が無気力、３
分の１はあきらめ、５分の１は対処方法がわ
からないと答えている。

３．働く若者の孤立
　2010年6月連合総研「ワーキングプアに関す
る連合・連合総研共同調査研究報告書Ⅰ」に
よると、働く貧困層について、次のように報
告している。

　非正規で就労している半数近い人々は家
族・友人・知人・社会とのつながりが希薄と
なっている。職場の労働組合とのつながりも
ほとんど回答として出てこない。保険等の加
入状況も低い。「自立支援センター」「民間支
援組織」「労働組合」等の支援もうけられず、
助けを求める方法すら知らない。
　一方、正社員の働き方も楽ではない。「名
ばかり店長」、「名ばかり管理職」、成果主義に
よる厳しいノルマが労働者を追い詰める。3年
以内の離職率が高いのは決して若者のせいば
かりではない。
　連合「2012雇用実態調査結果」では「正規
従業員数の＜減少＞企業が２割強を占めてお
り、好調な経営状況であるにもかかわらず、
経営体力の一層の強化のため、正規従業員の
削減に踏み切る企業が多い」と報告されてい
る。仕事量はおそらく増加しているだろう。
人員はカットされ、正規雇用であることを理
由に過酷な労働に従事しなければならない労
働者。冒頭の高校生が恫喝された言葉は「職
があるだけでありがたいと思え。いやならや
めていいんだよ。」である。一方、非正規労
働者は、辞めることができない状況にあれば
不当な職場でも訴えることもできない。同じ
職場にありながら正規と非正規の労働者はつ
ながることが難しい。
　若者が自らの権利行使ができない最も根底
にあるものが、この孤立ではないか。

４．学校教育のなかでの労働に関する学び
　労働者の権利に関する学習は、義務教育段
階から各科目で行われている。
　小学校６年生の社会科では憲法について学
ぶ。各社の教科書は働く権利・義務とともに

団結する権利についての言及がある。
　中学校公民科の指導要領には、「職業の意
義と役割」「雇用と労働条件の改善」「勤労の
権利と義務」「労働組合の意義」「労働基準法
の精神」についての言及がある。教科書には、
雇用を取り巻く問題として、終身雇用、雇用
の流動化、男女の雇用形態と賃金格差、ワー
クライフバランス、ワーキングプア、派遣労
働者、非正規労働者、外国人労働者等が取り
上げられている。
　高校の必修科目である現代社会の指導要領
には「雇用、労働問題、社会保障について理
解を深めさせる」、政治経済には「雇用と労
働をめぐる問題（中略）探究させる」と記載
されている。「労働契約法」「労働安全衛生法」

「労働組合法」「労働基準法」「労働関係調整法」
「男女雇用機会均等法」「育児介護休業法」「労
働者派遣法」「パートタイム労働法」「職業安
定法」「最低賃金法」「雇用保険法」等の学習
も可能だ。
　家庭科や保健体育でも学習は可能だ。中
学・高校の家庭科では「男女雇用機会均等法」
や「育児介護休業法」等の学習が行われてい
る。高校の保健体育では「労働災害の防止」
という項目があり、教科書にも「労働安全衛
生法」の記載がある。
　もう一つ、学校教育のなかで広く行われて
いるのはキャリア教育である。「生きる力」を
かかげ、「学校から職業への円滑な移行」に
必要な４つの汎用能力を各教科・体験学習を
通じて育成しようというものだ。しかし、現
行のキャリア教育は「企業側から求められる
能力」を子どもたちに身につけさせること、
個々人のキャリア発達を追うことに終始し、
自己完結的・単線的な構造となっているとい
う批判がある。労働法や労働者の権利の学習
の実践例は少ない。中教審の2011年１月の答
申では「労働者の権利や義務、雇用契約の法
的意味、求人情報の獲得方法、人権侵害への
対処方法、相談機関に関する情報や知識等を
学習すること、また、人の人生の中で大きな
要素となる『仕事』と『家庭生活』の調和の
取れたライフスタイルを創造するための知識
等を学習することが必要である」が高等学校
の学習内容としてあげられている。
　学習指導要領で労働法や雇用に言及されて
いる箇所は多い。文科省・教育委員会は先頭
に立ってキャリア教育の推進をうたっている。
しかし、若者は自分たちの置かれている不当
な労働条件や環境を変えていく力を身につけ
ていない。自らの権利行使ができないのは単
に知識量の問題ではない。知識を活用する力
が問われる。

―		13		―



DIO 2014, 4

　まず、自分たちが置かれている状態がおか
しいと気づくこと、冒頭の事例のように、自
分たちの不当な状態をおかしいと気づかない
ことは多い。その次にどうしたらいいか考え
ること。どうしたらいいかわからなかったら、
聞けばよい。「助けて」と声を上げればよい。
そして誰かにつながって職場の問題をよりよ
く改善する方法を考えていけばよい。困った
ときは誰かに話す、助けを求める。キャリア
教育でよく実践されているプレゼンテーショ
ンの技術とは異質のつながる力だ。こうした
つながる力を持たない若者が職場や社会で孤
立している。

５．日教組の提起する普通職業教育＊１

　社会に出る前の若者に、自分たちは労働を
通して社会に参画しているのだということ、
社会はより良く変えられるということを学習
する場で保障することが必要だ。
　キャリア教育には大きくこの点が抜け落ち
ている。「企業側から求められる能力」を子ど
もたちに身につけさせることに終始する一方
で、個々人のキャリア発達を追うことで自己
完結・単線的な構造となっている。
　日教組は、生活者・労働者として、社会を
つくり、変えていく力を育み、民主社会の主
権者としての市民を育む「普通職業教育」を
提起している。普通職業教育には「労働者の
権利や多様な働き方を知る」「社会や職場に
起こっていることを分析的に知る」「社会と職
場を協働してつくり、より良く変えていく」
の３つの視点がある。以下、高校での実践を
紹介する。

①労働者の権利や多様な働き方を知る
　職場見学・職業体験は数多く実践されてい
る。しかし、見学のマナーだけが強調され、
働く人一人ひとりの働き方が見えずに終わっ
てしまうことが多い。労働時間や賃金といっ
た労働条件には触れられない。ワークルール
の学習も不足している。何らかの職業に就く
ための学びではなく、「働く」ということその
ままを生徒が感じ取ることが大切だ。高校生
のアルバイト体験は生きた学習になる。

○アルバイトから労働安全衛生を考える。（東
京の定時制高校の実践　保健体育　社会　特別
活動・総合的学習）
　「NPO法人東京労働安全衛生センター」では、
高校から要請を受けて、同センターに所属する
医師やスタッフが、高校で生徒を対象に、アル
バイトや職場の安全衛生や健康問題について講
演を行う。労働者が作業の安全性、健康づくり、

職場環境の快適性を評価し、具体的に提案、実
行していけるように、参加型の授業を提案して
いる。
　例えば、「ファミリーレストランで考えられる
労災にはどんなことがあるだろう？」グループ
ワークに花が咲く。
　保健体育の教科書には、アルバイトにも労災
はおりるとはっきり書いてある。
　「そういえば、アルバイト先で皿を割って、ケ
ガしちゃったんだけど、治療費どころか弁償さ
せられた。あれって、おかしかったのかなあ。」
　「通勤災害って、途中でコンビニとか寄った
らだめかなあ。」

② 社会や職場に起こっていることを分析的に
知る

　ワーキングプアや派遣、偽装請負、今日の
社会の問題を事実として知るだけでなく、な
ぜ、そのような働き方が生まれたのか。どう
したら解消できるのか。考える態度を養うこ
とが大切である。子どもたちの「なぜ」の追
求が理解を深める。

○友人や先輩の遭遇したアルバイトのトラブル
から労働法が何のためにあるのかを考える。（大
阪の定時制高校の実践　社会　特別活動・総合
的学習）　
　定時制高校に学ぶ子どもたちは、職場でさま
ざまなトラブルに遭遇している。友人と体験を
交流するなかで「自分だけではなかったんだ」
という声が上がる。「自分たちの権利を守るた
めに給与明細を取っているか、自分の労働時間
を自分自身で記録しているか」という教員の問
いかけも生徒にとっては驚きだ。労働法は使用
者側と労働者側どちらにとって有利になってい
るか、組合の役割、トラブルにあったときどこ
に相談をするかを学習する。さらに、派遣労働
と偽装請負の違いなど雇用をめぐる社会問題を
分析的に考えた。学習後、生徒から、「労働組
合ってどうやってつくるの」「私の働き方は違法
の偽装請負ではないかと思うんだけど」という
質問が寄せられた。

③ 社会と職場を協働してつくり、より良く変
えていく

　学校、職場、地域、社会は、多くの人が協
働してつくっている。自分たちの「困った」
を多くの人と共有し、解決する力が求められ
る。

○自分たちの「困った」を発信する。（大分の
定時制高校の実践　社会　特別活動・総合的学
習）
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　定時制に学ぶ子どもたちは「子どもの貧困」
に少なからず影響を受けている。アルバイトで
得たお金の大半を家族の生活費に当てている例
も少なくない。職場でセクハラ・パワハラに遭
遇しても生徒は「困った」「助けて」を発信し
ない。教職員で生徒一人ひとりに丁寧な聞き取
り調査を行った。調査は、職場の改善や、賃金
未払いを労働基準監督署と学校とが連携して解
決に至ったケースにつながった。生徒にとって
は、自分たちの「困った」を多くの人と共有す
ることで問題解決できた経験が何よりの力とな
る。
　さらに、相談窓口のＱＲコード付カードを生
徒に作成させた。パウチ化し財布に入る大きさ
にした。職場で困ったとき「助けて」とすぐに
発信できるように。

　定時制高校の実践が多い。まさに、労働教
育の最前線である。定時制高校以外にも、学
校ぐるみで労働教育にとりくんでいる学校が
ある。2校紹介したい。

♢神奈川県立田奈高校のとりくみ
　田奈高校はクリエイティブスクールに指定さ
れている。これまで持てる力を必ずしも十分に
発揮しきれなかった生徒を積極的に受け入れ、
主体的に学び考え行動する「社会実践力」を育
成することを目的とした普通科高校である。さ
まざまな就労支援機関や労働相談機関と連携し
たキャリア支援センターを校内に構築し、卒業
生や中途退学生への支援にもとりくんでいる。
生徒のアルバイトを積極的に学習に組み入れ、
教育と雇用をつなぐ中間的就労支援「バイター
ン」のとりくみを展開している。

♢大阪府立西成高校のとりくみ*2

　「子どもの貧困」問題が顕在化している地域
にある。「貧困」をしっかりと理解し、立ち向か
えるおとなになるための教育が必要という考え
から、2007年度から「反貧困」を軸にした総合
学習のプログラムを実践している。

（プログラム例）
・ワーキングプアからセーフティネットを考える
　高卒求人票から正規労働者と非正規労働者の
格差を考える学習。
・日雇い派遣について
　日雇い派遣をテーマにしたドキュメントを見
て、日雇い派遣の問題や背景を考える。
・こんなときはどうするの？
　アルバイトでおかしいなと感じたことから「労
働者を守る権利や制度」を学習する。

６．寅さんとアンパンマンの夢をつむぐとき
　「男はつらいよ」という映画がある。寅さん
はいわば個人事業主だが、1年のうちどのくら
い働いているのだろうか。収入も不安定であ
り、働いていないときはおいちゃんやリリー
の家に居候している。おいちゃんの家の隣は
印刷工場だが、「労働者諸君」とよく寅さんは
声をかけて入ってくる。寅さんは正規雇用の
彼らを認めていても、彼らのような生き方を
したいとは思っていない。寅さんのような生
き方ができるのは、寅さんの家族と地域がセ
ーフティネットとなっているからだ。寅さん
が「困った」人を連れてくるたびに地域はお
せっかいな面倒をみる。
　現代、寅さんの過ごした葛飾柴又のような
地域性が機能しているところはほとんどない。
一部の若者には家族というセーフティネット
も機能していない。若者が「助けて」と発信
できない要因の一つはそこにある。「困ったね
え」といいながら助けてくれる周囲がいない
からだ。
　田奈高校、西成高校をはじめ、高校現場は、
地域や外部との連携を模索している。地域若
者サポートステーション等の就労支援、若者
支援のＮＰＯ等とだ。私は新しい地域性の創
造だと考えている。若者が「助けて」と発信
できないのはその資質のせいではない。「助け
て」と発信する先の地域がないのなら、作れ
ばいい。山形のＮＰＯプラットホームの共同
代表滝口克典さんは語る。「人間のつながりを
築き、社会関係資本を形成する活動が有効で
ある。帰属する場所をたくさん作り、労働組
合もあるという足し算の発想が必要だ。」
　先日、漫画家のやなせたかしさんが亡くな
った。同じ漫画家の吉田戦車さんの言葉が心
に残った。「自分の顔を泣いている子に食べさ
せるアンパンマンの夢は、この世界から悲し
みをなくしたいということで、自分自身の成
功譚ではない。」
　自分の職場や地域の問題、一人の「困った」
を多くの人と共有し、より良く変えていこう
という夢、寅さんとアンパンマンの夢がつむ
ぎあわされた世界を若者に見せたい。

【参考文献】
＊１ 「高校カリキュラム再構築と労働教育−『普通職業教育』

−」（2009年、日教組編、アドバンテージサーバー）
　　  「働くことってどういうこと？−普通職業教育・労働教

育実践集−」（2012年、日教組編、アドバンテージサー
バー）

＊ ２ 「反貧困学習」（2009年，大阪府立西成高校著、解放出
版社）

　　  「＜働く＞ときの完全武装」（2010年、橋口昌治・肥下
彰男・伊田広之著、解放出版社）
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１.　我が国の労働をめぐる状況
　総務省が本年2月28日に発表した労働力調
査結果（本年1月分）によれば、わが国の就業
者数は6,262 万人、雇用者数は5,548 万人で
ある。他方、わが国の企業数は約430 万、個
人経営事業所数はおよそ240 万である。労働
者、経営者に扶養されて生活する家族も含め
て考えると、「雇用する」「雇用される」こと
に関わって生活している人は膨大な数に上
る。
　また、近年、労働契約法の制定・改正や、
労働者派遣法、高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律の改正等々、労働をめぐる法制度
自体が急激な変化を遂げている。
　さらに、雇用形態の多様化や非正規労働者
の増加により、かつて日本の主流であった終
身雇用、年功序列、企業内組合を内容とする
日本型雇用慣行は失われつつあり、多様な雇
用形態、とりわけ非正規労働者が急激に増加
している。総務省の前記調査でも、役員・理
事等を除いた雇用者のうち、正規の職員・従
業員は3,242 万人、非正規の職員・従業員は
1,956 万人、役員を除く雇用者に占める非正
規割合は37.6％と、20 年前に比較して非正規
の比率は約16 ポイントも上昇している。
　加えて近年、労働者を正社員として多数採
用しては、労働基準法・労働契約を無視した
過酷な業務命令を強いて、多くの労働者を短
期間のうちに使い捨てにするなどの特徴をも
つ、いわゆる「ブラック企業」の問題も生じて
いる。

２.　 労使紛争の増加と多数の潜在的紛争（泣
き寝入り）の存在

　労働法制の相次ぐ新設・改正、雇用形態の
多様化等を背景として、労使紛争、あるいは
労使問題に関する相談件数が増加している。
　労働関係民事通常事件、労働関係仮処分事
件、労働審判事件の各申立の合計件数は、
2007 年度が約4,100 件だったのに対し、2011
年度は約7,300件と、7割以上も増加している。
　労使紛争の前段階とも言いうる労働相談件
数も増加している。2001 年10 月に施行され
た個別労働紛争解決制度に寄せられた労働相
談件数は、2002 年度に約60 万件だったのが、
2008 年度には100 万件を超え、以後 2012 年
度まで 5 年連続で100 万件を超えるなど、相
談件数は増加、高水準を続けている。
　長時間労働やそれに基づく過労死（および
過労病）・過労自殺は、永年にわたり日本の雇
用社会における克服すべき課題であったが、
近年になっても減少するどころか、2012 年は、
労災認定された過労自殺が過去最高を記録す
るなど悪化の一途をたどっている。職場にお
けるセクハラ・パワハラなどの問題も改善の兆
しはなく、退職強要、賃金未払いなどの相談
も増加している。
　しかしこれらは、表面に表れた、いわば我々
の目に触れた紛争に過ぎない。労働者が権利
を侵害されても、被害に遭ったことを自覚で
きず、あるいは権利侵害されたことを認識で
きなければ、被害回復､ 権利回復の行動に出
ることはない。また、権利侵害を認識しても、
その解決手段を知らなければ、労働者は泣き
寝入りするほかはなく、結局、労働者の権利

小島　周一
（日本労働弁護団常任幹事　弁護士）

寄
稿

「ワークルール教育推進法」が
めざすもの
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侵害の状態は回復されない。
　近年における行政や民間団体による調査に
よれば、多くの労働者が、行政機関や弁護士
に相談するなどの紛争解決に向けた手段をと
っておらず、権利侵害に対して泣き寝入りし
ている状況が少なくないことがうかがわれる。
　例えば、NPO 法人 POSSE が 2008 年度に
行った「若者の『仕事』調査アンケート」によ
ると、アンケートに答えた若者のおよそ5割が、
残業代不払い、有給休暇が取得できないなど
の違法状態を経験したことがあると答えてい
るが、そのうちの約8 割がこれら違法状態に
対して「何もしなかった」と答えている。そし
て何もしなかった理由の約17％が「その時は
違法だとわからなかった」、約9％が「どうす
ればいいかわからなかった」、約 20％が「是
正させることができるとは思わなかった」と
いうものである。紛争解決手段を含む、働く
ことのルールに関する知識が不十分であるこ
とが、本来なら防げたはずの労使紛争をうむ
ばかりではなく、是正されるべき労使紛争が
是正されることなく葬られているという現状
をも生み出しているのである。

３.　ワークルールに関する知識・理解の不足
　働くこと、働かせることに関わる人の数が
膨大であること、雇用は人の生活の根幹に関
わるものであること、そして労働法制の改正
や雇用形態の複雑・多様化が進む現代におい
ては、労働者、使用者ともに、働くことに関
するルール、即ちワークルールを理解してい
ることが極めて重要である。
　しかしながら、わが国では、働くことに関
する基本的な知識すら持てていない労働者、
使用者が極めて多い。
　例えば、沖縄県労働局が 2012 年から2013
年にかけて沖縄県内の大学生に対して行った
アンケート調査によれば、法定労働時間を正
しく理解している大学生は全体の53.2％、割
増賃金制度について知っていると回答した大
学生は全体の29.3％、失業した場合に一定の
条件下で雇用保険給付が受けられることを知
っている大学生は、全体の55.1％であった。
　また、連合総研が2012年に行った調査では、
契約社員やパートタイム労働者も有給休暇を
取得できることを知っていたのは、正社員の
66％、非正社員の52％、時間外割増賃金をも

らえることを知っていたのは正社員の約7 割、
非正規社員の約6 割にとどまっている。
　1998 年から1999 年にかけて村中孝史氏、
瀧敦弘氏によって行われた中小企業の労使に
対するアンケート調査では、自分の企業の従
業員に労働組合を結成する権利があると正し
く回答した経営者は約50％、父親が育児休業
制度を利用できると正しく回答した経営者は
45.5％にとどまっている。
　日本労働弁護団が実施している労働トラブ
ルホットラインや女性労働ホットラインにおけ
る労働相談でも、労使双方の基本的なワーク
ルールに関する知識、理解不足がトラブルの
原因になっているケースが多く見受けられる。
筆者もこれまで数多くの労働相談を受け、労
働事件を受任していたが、使用者が基本的な
ワークルールを知っていれば起きなかったで
あろう労使紛争や、労働者がワークルールを
知っていれば生活が破綻するほど深刻な問題
に至る前に解決したであろう事案が極めて多
いというのが実感である。

４.　 ワークルール教育に関する現場の努力と
法律制定の必要性

　ワークルール教育に関しては、例えば、中
学校公民の学習指導要領には、「社会生活に
おける職業の意義と役割及び雇用と労働条件
の改善について、勤労の権利と義務、労働組
合の意義及び労働基準法の精神と関連付けて
考えさせる。」とあり、高校の現代社会の学習
指導要領には「雇用と労働問題…について理
解させるとともに、個人と企業の経済活動に
おける社会的責任について考えさせる。」とあ
るように、働くことについても公教育のなか
でそれなりに位置づけられている。
　そして、これをより具体的で実践的なもの
にするため、教育実践の現場では様々な取り
組みがなされている。筆者も本年2月13日に
開催された労働教育研究会（仮称）準備会で、
高校の先生の高校生に対する労働教育の実践
に関する報告を聞き、非常に感銘を受け、刺
激を受けた。
　また、ワークルール教育の取り組みは、学
校現場のみならず、労働組合、ＮＰＯ法人や、
各地の弁護士などの手による出前講座などを
通じても行われている。例えば、道幸哲也北
海道大学名誉教授が代表を務めるＮＰＯ法人
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「職場の権利教育ネットワーク」は、「教室で
学ぶワークルール」を出版するほか、「ワーク
ルール検定」などのユニークで効果的な取り
組みを行っている。
　筆者が所属する日本労働弁護団の全国各地
の団員も、中学・高校からの依頼、労働局か
らの講師要請などに応じ、実践的なワークル
ールを伝える取り組みをしてきている。
　わが国の現状と、これらの先進的な取り組
みが教えてくれるのは、「誰でも（労働者・使
用者および将来労働者や使用者になる可能性
のある者）、いつでも（社会に出る前に、社会
に出た後に、働き方が変わるときに）、どこで
も（学校で、職場で、地域で）、実践的に役に
立つ（基本的な知識のみならず、問題が生じ
たときの解決手段まで含めた）ワークルール教
育を受けられること」が、極めて重要だとい
うことである。
　しかし、それぞれの現場における献身的・
先進的な取り組みはありながらも、本来求め
られるワークルール教育の質と量に比較する
と、わが国で現に行われているワークルール
教育は、未だ十分なものであるとは言い難い。
　政府が設置した「今後の労働関係法制度を
めぐる教育の在り方に関する研究会」は、
2009 年 2 月、「労働者自身が自らの権利を守
っていく必要性が高まっている一方、必要な
者に必要な法知識が行き渡っていない状況で
ある」との現状認識のもと、学校、家庭・地
域社会、企業等が連携して労働関係法制度教
育を推進していくべきであるとの詳細な報告
書を出している。この報告は重要な示唆に富
むものではあるが、これまでのワークルール
教育の原状を踏まえると、各機関がそれぞれ
従前の教育を進めるというだけでは、いくら
相互の連携を強化しても、なお限界があるこ
とは明らかである。
　労働関係法を中心とする知識の教育にとど
まらない、実践的なワークルール教育を、学
校教育の場で、職場で、地域で、総合的に､
実践的に進めるためには、その理念を掲げ、
ワークルール教育の推進を国や地方自治体に
義務づけ、必要な体制や財源を確保するため
の法律、即ち「ワークルール教育推進法」を制
定することが必要なのである。
　日本国憲法 27 条1 項は「すべて国民は、勤
労の権利を有し、義務を負ふ」と定める。また、

日本国憲法26条は国民の教育を受ける権利を
保障する。働くことは憲法によって保障され
た国民の権利、基本的人権のひとつであり、
教育を受ける権利も国民の基本的人権である
のだから、働くことに関する教育を受けるこ
ともまた国民の基本的権利であることは明ら
かである。すなわち国は、国民に対して、働
くことについての十全な教育を行うべき憲法
上の責務を負っているのである。

５.　あるべきワークルール教育推進法の内容
　（基本理念の必要性）
　国がワークルール教育を進める際には、ワ
ークルール教育推進法のなかで基本理念が定
められ、それにもとづいて基本的施策その他
の施策が進められる必要がある。そうでなけ
れば、問題が噴出しているわが国の雇用をめ
ぐる現状を改善し、ワークルール教育を通じ
て健全な労使関係、労働環境を構築していく
ことはできないからである。
　その基本理念としては、
　第１に、労働者と使用者との間に情報の質・
量および交渉力等で格差が存在するという厳
然たる事実があることを前提とした上で、労
働者および使用者がそれぞれの権利・義務に
ついて正しく理解するとともに、労働者が自
らの権利・利益を守る上で必要な労働関係法
制等に関する知識を習得し、これを適切な行
動に結び付けることができる実践的な能力が
育まれることを旨として行われるべきである
ことを明記する必要がある。
　第２に、ワークルール教育は、学齢期から
高齢期までの各段階に応じて、学校、地域、
職場その他の様々な場の特性に応じた適切な
方法で行われるとともに、それぞれの段階お
よび場においてワークルール教育を行う多様
な主体の連携を確保して効果的に行われるべ
きである。ワークルール教育は、学校教育の
なかだけで終わりというものではない。ワー
クルールは労働の現場で常に正しく伝えられ
なければならない。なぜなら、ワークルール
自体が法改正等によって変化していくもので
あるし、また、労働者の職場や仕事内容が変
わるなどしたとき、それに対応するワークル
ールがきちんと理解される必要があるからで
ある。
　そして第３に、ワークルール教育の推進に
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あたっては、労働者の義務や自己責任論が安
易に強調されることによって労働者の権利・
利益が不当に損なわれることのないよう、特
に留意しなければならないことが明記されな
ければならない。前述した「ブラック企業」な
どでは、労働法規を無視した違法・過酷な業
務命令を労働者に強いておきながら、表面上
は労働者の自主的努力・自己責任が強調され、
その結果として、うつ病などの深刻な被害が
発生している。自発性・自己責任の名の下に
被害が拡大するようなことは絶対にあっては
ならない。
　これらの基本理念のもとで、ワークルール
教育推進法のなかでは、国・地方自治体等が
行うべき基本的施策や国・地方自治体の責務、
ワークルール教育推進を担う組織の構築等が
定められ、また、国が十分な財政措置を取る
べきことが定められる必要がある。
　国・地方自治体等が行うべき基本的施策等
のポイントは下記のとおりである。
　（基本的施策）
① 学校、大学等におけるワークルール教育の

推進
② 事業所等におけるワークルール教育推進へ

の支援
③地域におけるワークルール教育の推進
　国・地方自治体は、高齢者、障害者等を含
む地域住民に対して、必要に応じたワークル
ール教育が適切に行われるようにするため、
労政事務所等、地域における教育の充実を図
る。
④教材の充実等
　（国・地方自治体等の責務および推進体制）
　国・地方自治体等は、適切なワークルール
教育推進計画を定めるとともに、労働者、労
働組合、使用者、使用者団体、NPO、学識経
験者、教育関係者、関係行政機関等をもって
構成するワークルール教育推進会議を設置し、
効果的なワークルール教育推進方策の検討等
を行う。
　（労働組合、使用者・使用者団体の努力）
　労働組合は、基本理念にのっとり、ワーク
ルール教育の推進のための自主的な活動に努
めるとともに、学校、地域、職場その他の様々
な場で行われるワークルール教育に協力する
よう努める。使用者および使用者団体は、基
本理念にのっとり、管理職に対する研修・教

育の充実を含むワークルール教育推進のため
の自主的な活動に努めるとともに、学校、地域、
職場等で行われるワークルール教育に協力す
るよう努める。
　（財政上の措置）
　国および地方自治体は、ワークルール教育
推進に必要な財政上の措置を講じなければな
らない。

６.　日本労働弁護団の提言と法制定への展望
　2013 年 3 月23日に大阪で行われた日本労
働弁護団全国幹事会で、日本労働弁護団が 
｢労働者教育推進法｣ の制定を求める提言を
行うべきではないかとの問題提起がなされた。
その後の議論のなかで、労働者（および学生）
がワークルールを十分理解すべきことは当然
のこととして、ワークルールの理解が十分と
はいえない使用者も少なくないことから、労
働者、使用者、学生など雇用にかかわっている、
あるいはかかわる可能性のある人びとを対象
とする、｢ワーク｣ に関する ｢ルール｣ の教育、
即ち ｢ワークルール教育｣ 推進法の制定を求め
る提言を行うことになった。
　そして日本労働弁護団内にワークルール教
育推進法 PT を設置し、調査・検討を経て、
2013 年10 月4日、｢ワークルール教育推進法
の制定を求める意見書｣ を発表し、ワークル
ール教育推進法制定に向けた取り組みを開始
している。
　消費者教育に関しては、既に2012 年 8 月、
消費者教育推進法が制定されている。消費者
教育が重要であることは論を待たないが、働
くことが､ 憲法に保障された国民の基本的権
利であること、労働者とその家族の生活の根
幹を支えるものであることからすれば、ワー
クルール教育推進のための法律を制定する必
要性も、消費者教育に勝るとも劣らないこと
は明らかである。
　ワークルール教育推進法の制定は、まさに
時代が求める喫緊の課題なのである。
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（ 1 ）ＩＭＦとＴＵＡＣの意見交換
ＩＭＦ政策担当者の報告要旨

世界の経済情勢をみれば、経済危機からの回復は
進捗しているものの、先進諸国における公的債務・
民間債務の拡大、長期失業の増加といった懸念すべ
きリスクがある。日本については、財政健全化が求
められるが、成長の足を引っ張ることがないように
構造改革とのバランスを重視した政策が必要である。

雇用については、若年失業や長期失業などの構造
的な問題の解決が必要であり、また、国レベルでの
不平等の拡大という問題がある。日本は、女性の労
働市場参加という観点から、高等教育を受けた女性
の労働参加が低いという課題がある。他の先進国

（G8 のうち日本以外の G7）並みに女性の参加率を
高めることができれば、一人あたり GDP を４％引
き上げることができる。

労働市場政策における効率化と労働者保護という
２つの目標達成のためにはミクロ・マクロ両面での
柔軟性の確保が必要。具体的には労働移動と労働者
保護の適正化（最低賃金の調整と労使交渉システム
の再構築）だが、この点については労働組合との議
論を深めていきたい。

ＴＵＡＣ加盟組織政策担当者の発言要旨
いま先進諸国では、危機以前からの格差の顕在化、

危機を踏まえた金融規制の遅れ、再分配メカニズム
の機能不全など、持続的成長を妨げるリスクが存在
している。これらリスクの低減に向けた IMF の政
策への反映が必要である。

また、欧州の一部では緊縮財政に迫られ労働者保
護が後退している側面もある。そのような状況を踏
まえれば、社会システムとしての団体交渉力の強化
こそが必要であり、IMF が示唆している、団体交

渉を中央レベルから地域や企業レベルに分散化する
ような考えは逆行している。IMF は労働者保護に
対して正しい認識を持つべきである。

（ 2 ） ＯＥＣＤ閣僚理事会に向けたＴＵＡＣ声明
（ 草案）についての討議

事務局から、「TUAC 声明の草案では、“包摂的
成長の実現と質の高い雇用の創出 ”に向けた政策の
必要性を前面に打ち出した。特に所得格差を是正し、
不安定雇用・非正規雇用の増加に歯止めをかけるた
め、閣僚らに対し、労働市場制度と団体交渉を強化
する政策の立案、金融取引税を導入・拡大するため
の政策支援などを求めるものとした。」との説明があ
った。

これに対し連合から、議長国である日本のナショ
ナルセンターとしては、東日本大震災からの復興や、
この間の経済財政運営の経験・教訓を OECD 加盟
国と共有し、強くしなやかな経済と包摂的な社会を
実現するための方向性を発信していきたいとの考え
が表明された。

（その他扱われた議題）
・OECD の金融市場規制への取り組み
・ センター・フォー・アメリカン・プログレス（米国・

民主党系のシンクタンク）のエコノミストとの意見交
換（最低賃金、団体交渉およびその他の労働市場
制度の役割について）

・G20 オーストラリア 2014 に関する情報共有
・ TTIP（環大西洋貿易投資連携協定）による雇用分野

への影響について　等

報 告 OECD労働組合諮問委員会（TUAC）
経済政策作業部会

－所得格差の是正と団体交渉力の強化が焦点－

　３月４日～６日、米国ワシントンD.C.のAFL-
CIO本部で開催された、TUAC（The Trade Uni 
on Advisory Committee to the OECD）の経
済政策作業部会に参加する機会を得た。TUACは、
OECDの諸活動に対して助言を行うことを目的に、
OECD加盟34ヵ国のうち日本を含む31ヵ国にあ
る59の労働組合ナショナルセンターによって構
成される機関である。その主な役割としてOECD
の諸活動に対し労働組合の見解を述べたり、G8/
G20サミットやOECD閣僚理事会、労働大臣等
の閣僚会合に向けた労働組合声明などを通じて、
国際討議の場に労働組合の意見を反映する。

　TUACでは春と秋の年２回、加盟組織政策担当
者が集まりOECD閣僚理事会やG ８/G20サミッ
トに向けた労働組合声明を作成するための作業部
会を開催しており、これと併せて世界経済見通し
や成長に向けた経済政策・雇用政策について討議
を行うとともに、IMF（国際通貨基金）や世界銀
行との政策対話を行っている。
　今回は、IMF政策担当者との議論、日本が議長
国を務める2014年５月のOECD閣僚理事会に
向けた労働組合声明（TUAC声明草案）について
の討議の内容を中心に報告する。

（文責：連合総研主任研究員　小熊栄）
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松山　遙
日比谷パーク法律事務所

弁護士

報 告
2013年度新規研究テーマ紹介（その2）

経済・社会・労働の中長期ビジョン
に関する研究委員会（継続・延長）
1．研究の目的

2008 年秋のリーマン・ショック、2009 年 9 月の
政権交代、2011 年 3 月の東日本大震災・原発事故、
2012 年 12 月の政権再交代などに象徴される国内外
の大きな枠組みの変化のもとで、働く者や生活者の
視点からの経済・社会・労働に関する中長期的なビ
ジョンの策定が求められている。

連合総研では、2011 年度に「ポスト 3・11 の経済・
社会・労働」をテーマとするプロジェクトを設置し、
新たな豊かさ、今後の産業・雇用、連帯経済、人口
減少とコミュニティづくり、参加民主主義と労働組
合の役割などをテーマに討議を重ねてきた。

2012 年度に同研究委員会を立ち上げ、中長期ビジ
ョン策定に向けて、4 名の学識委員を中心に、「ア
ソシエーション（社会組織・基盤）」、「社会の連帯
基盤」、「政党政治」、「地域における社会ビジョン」
のあり方などと労働組合の役割についての準備的な
討議を行ってきた。2013 年度から「ビジョン」策定
に向け、連合企画委員会メンバー（主要構成組織の
書記長・事務局長）の参加のもと、関連する４研究
委員会と密接な連携を図りながら本格的な討論を開
始する（研究期間の 1 年延長）。

中長期ビジョンの策定にあたっては、「21 世紀連
合ビジョン（労働を中心とする福祉型社会）」（2001 . 
10）、連合「評価委員会報告」（2003 .9）、「働くこと
を軸とする安心社会」（2010 .12）などで指摘された
課題と、それらの現状を踏まえる。あわせて、連合
総研のこれまでの各種研究報告の成果、および「ポ
スト 3.11」プロジェクトで出された課題等を踏まえ、
政治経済社会情勢に対応した実現のあり方、担い手
を含め、より戦略的な中長期ビジョンとする。
（研究期間：2012 年 10 月 1 日～ 2015 年 9 月 30 日）

2．構成　

労働組合の基礎的な活動実態
に関する研究委員会
1．研究の目的

労働組合（単組）運動の基礎は職場活動にある。
労働組合にとって最も基本的な活動が、今日に至る
10 年から 20 年の間に大きく変容し、端的に言えば
職場活動の後退が生じていると思われる。職場集会・
職場討議や機関紙の発行など従来は日常的に行われ
ていた活動が、縮小・休止されていったのはなぜな
のか。

労働組合の基本的な権利行使としての団体交渉や
争議行為の経験すら持たない組合役員が増えてい
る。また、企業・産業横断的な政策・政治課題に取
り組む社会的運動（選挙活動を含む）への関わりが
希薄化・弱体化していると想定される。

組合執行部の世代交代とは、こうした経験を有す
る世代から未経験の世代への交代であるとすると、
そのことと職場活動の変容の間には相当の因果関係
があるのではないか。

本調査研究は単組アンケート調査により、職場活
動の現状と過去からの変化（変容）の実態を把握す
る。その上にたって、労働組合関係者も交えた議論
を通して、職場活動が変化した要因を検討し、単組、
企業連、産業別労働組合、連合それぞれへの課題提
起を行う。
（研究期間：2013 年 10 月 1 日～ 2015 年 9 月 30 日）

2．構成　

学識委員：宮本　太郎　 中央大学法学部教授
　　　　　篠田　　徹　 早稲田大学社会科学総合学術院教授
　　　　　三浦　まり　上智大学法学部教授
　　　　　中北　浩爾　一橋大学大学院社会学研究科教授
連合企画委員会委員（主要構成組織の書記長・事務局長 16名）

オブザーバー：山根　正幸　連合秘書室次長
事 務 局：龍井　葉二　連合総研副所長
　　　　　小島　　茂　連合総研主幹研究員（主担当）
　　　　　麻生　裕子　連合総研主任研究員
　　　　　前田佐恵子　連合総研主任研究員
　　　　　江森　孝至　連合総研主任研究員

主　査：仁田　道夫　 国士舘大学教授
副主査：橋元　秀一　 國學院大學教授
委　員：篠原　健一　京都産業大学教授
　　　　後藤　嘉代　労調協調査研究員 *労調協から他に 1名

（単組組織担当役員若しくは組織部長５～６名）
事務局：龍井　葉二　連合総研副所長
　　　　小熊　　栄　連合総研主任研究員
　　　　江森　孝至　連合総研主任研究員
　　　　南雲　智映　連合総研研究員
　　　　早川　行雄　連合総研主任研究員（主担当）
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点に対するクールな自覚が感じられ

る。本書は、産業社会学、労働社会学

の分野で著名な「調査屋」である著者

の講演録や専門誌への寄稿文などをと

りまとめた一冊である。副題に「技法

以前の話」とあるように、社会調査の

方法論に関する専門書ではなく、むし

ろ調査屋としての自身の歩みを書き

綴ったエッセー集で、調査屋としての

誇りとクールな視線で社会調査の何た

るかを語っている。技法の話ではない

からこそ、社会調査の真髄がくっきり

と読み取れると同時に、他の職業にも

通じる普遍的な教訓が多く含まれてお

り、調査屋ではない人の心にも響く言

葉の数々が綴られている。

　著者は、「調査をやるのは『真実を

知ることは面白い』からに他ならない」

と述べ、徹底した事実の収集こそが調

査の本質であり、調査対象を「骨の髄

までしゃぶりつくす」まで「執念深く」

調べることだと説く。そして、調査は

「人々が生きている世界を自分がほん

の一部なりとも経験する」ことだと言

い、「もっともらしい一般化」は不要で、

「事実を忘れた単なる理論の構築屋」

になってはならないと説く。

　また、調査に携わるにあたって必要

な姿勢として、「素直に見る、聞く」

ことが大事だという。時に想像力は調

査の邪魔になるとして、調査相手が

言ってもいないのに推測して、「こう

いうことを言いたいのだなと頭でわ

かったつもりになってそれを書いちゃ

う」ことを厳に戒めている。また、わ

からないことはわからないと書くこと

が研究であって、「自分の舌先で発明

してはいけない」とも述べている。面

接調査などでは「ラポール（調査相手

との信頼関係）がすべて」であり、こ

のための作法についてもわかりやすく

語っている。

　著者は大規模のアンケート調査より

事例調査を大事にする。また、その事

例を基にした「一般化」「普遍化」「共

通化」はしないという。しかし、著者

の事例調査報告を読むと、集められた

事例に共通する重要な「何か」が感じ

とれるから面白い。細部にわたって丹

念に積み重ねた事実・事象のなかで、

最も大事なものをきちんと読者に供し

ているから、何を得るのかは読者次第

という著者の調査屋としての心髄を感

じる。社会調査という大海に漕ぎ出そ

うとする調査屋の卵たちには、頼りに

なる心の羅針盤ともいえる一冊であ

る。

　最後に耳の痛い指摘を紹介する。著

者は、労働調査の中には「思想や気分

に照応する結果や、ある政策を支持す

る結果さえ出ればＯＫ」的な場合もあ

ると苦言を呈している。労働組合が行

う調査はどうなのか。労働組合の本分

は研究ではなく運動だから、主義・主

張は当然ある。しかし、職場の実態や

組合員のニーズをつかむ調査などの際

には、「～であるべき、～であるはず」

といった思い込みはないか、一部の声

だけ聞いて「この職場はこうだ」と決

めつけていないか、常に問い直しが必

要だ。

る 仕 事 に 携 わ る 人 の こ と を

「何々屋」と呼ぶことがある。

労働組合でも「賃金屋」「組織屋」な

どと称される（自称する）人たちがい

る。いや、いた。今や絶滅危惧種であ

る。賃金を担当しているというだけで

賃金屋とは呼ばない。長年にわたって

ある仕事に専門的に携わり、並々なら

ぬキャリアと経験に裏打ちされたプロ

中のプロのことを何々屋と呼ぶのであ

る。職人と言い換えても良い。つまり、

日本の労働組合にそういう職人がいな

くなったということで、その理由が何

かは議論があるところだろうし、今時

そんな人は要らないという意見もあろ

うが、寂しいことである。いや、これ

は本欄の趣旨ではない。

　ある人を何々屋と呼ぶ時、そこには

賞賛と畏敬の念と若干の揶揄が込めら

れている。また、人が何々屋を自称す

る時、自分が人生をかけてその仕事を

極めてきたという、ゆるぎない誇りと

こだわりがあると同時に、それ故の弱
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連
合
総
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川喜多　喬	著
新翠舎出版
定価900円（税別）

社会調査屋気質　技法以前の話

産業社会調査のプロ中のプロが語る社会調査の真髄と調査屋の心髄

あ

最近の書棚から
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　ILO（国際労働機関）は、2014年1月、年次報告書「世界雇用動
向2014年版」を公表し、世界経済の脆弱な回復は全世界的に労働市
場の改善につながっておらず、2013年に失業者数は世界全体で前年
より500万人増えて約２億200万人（失業率６％）に達し、雇用拡
大が労働力増加に追いついていないと指摘している。特に若者が大
きな影響を受け続け、2013年は約7,400万人の若者（15 ～ 24歳）
が失業しており、前年から100万人以上増加。世界の若年失業率は
13.1％で、成人失業率との差は過去最高を記録したとしている。
　また、総需要の不足が世界的な労働市場の回復を遅らせており、弱
い個人消費に加えて、現在多くの先進国で進められている財政健全
化政策が、さらなる生産拡大の足かせとなっていると述べている。そ
の上で、雇用と格差是正のためには、雇用重視のマクロ経済政策へ
の転換が必要であるとし、3つのキーとなる政策分野を提起している。
第一が労働所得向上と財政健全化政策の緩和によって、総需要を喚
起すること。第二はより適切な政策の組み合わせで、先行き不透明
による採用抑制に対処すること。第三に積極的労働市場政策によっ
て、非労働力化を抑え、技能のミスマッチを解消することである。
　このなかで、Ｇ20諸国を対象にした、財政健全化重視政策と雇用
重視政策が雇用に与える影響についての興味深いシミュレーション
結果1が引用されている。Ｇ20諸国を高所得国と途上国に分け、それ
ぞれのケースについて検討されているが、ここでは日本を含む高所
得国についての結果を紹介する。
　まず、現状維持のベースラインシナリオだが、2012年を起点とし
て、GDPはIMFの「世界経済見通し」による予測、雇用動向はILO
のTrends Econometric Modelsを使って推計されている。ベースラ
インシナリオでは、2013年～ 2020年のGDP伸び率は年率で1.6％。
同期間の失業率はゆるやかに低下するものの、世界経済危機前の水
準より2.5％ポイント高い水準にとどまる。（グラフ1）同様に、財政
赤字の対GDP比は2020年までに76％となり、2012年の84％に比
べてわずかな減少となっている。（グラフ2）
　財政健全化重視シナリオでは、財政赤字のGDP比を2020年まで
に60％まで下げることを目標におき、2020年までに段階的に財政
支出を5％削減する。雇用重視シナリオでは、国ごとの失業率のレベ
ルを考慮し、各国の1993年から2012年の間の最低の失業率を基準
値として、2020年までの上昇をこの基準値から1％ポイント以内に
収めることを目標とする。具体的には、財政拡大政策と労働分配率
強化策の組み合わせで、財政支出を2020年までに4.4％拡大し、同
期間に労働分配率を2％上昇させるような労働市場政策を盛り込む。
　この前提で、それぞれの結果をみると、財政健全化シナリオでは、
GDP伸び率は1.2％でベースラインシナリオ（1.6％）よりも低い。
失業率はベースラインと比べ0.4％高く、これは240万の雇用減に相
当する。また、財政赤字は緩やかに減少し、対GDP比84％から74％
となる。
　これと対照的に、雇用重視シナリオでは、経済成長にも好結果を

もたらし、2013年～ 2020年のＧＤＰ伸び率が年率で2.1％となっ
ている。失業率は6.4％まで低下し、ベースラインの8.2％に比べ大
きく改善する。これは、610万の雇用増に相当する。財政赤字は
GDP比72％まで減少し、最も低い水準を達成できる。
　結論として、自滅的な財政健全化シナリオと比べ、成長志向型の
政策への転換は、財政拡大政策や消費を底支えする労働所得への再
分配を通じて総需要を刺激することができ、しかも対外的な競争力
への影響はきわめて小さい、と述べている。
　これは、以前からITUCをはじめとする国際労働運動が主張してき
たことで、昨年ロシアで開催されたＧ20雇用・労働大臣／財務大臣
合同会議の合意文書にも一部反映された。各国が経済成長と雇用の
拡大のために最優先で考慮すべき政策の一つとして、総需要喚起と
格差改善のための労働市場政策と社会投資政策が掲げられたのであ
る。重要なのは、これを単なる文書で終わらせず、日本を含む各国
がいかに実行するかである。連合をはじめ、各国労組による厳しい
監視と働きかけが不可欠である。

今月のデータ ILO　世界雇用動向2014年版

財政健全化政策 VS 雇用重視政策

グラフ 1　Ｇ 20 高所得国のシナリオ別失業率（％）

資料出所：ＩＬＯ世界雇用動向 2014 年版より作成

グラフ2　Ｇ20高所得国のシナリオ別財政赤字の対GDP比（％）

資料出所：ＩＬＯ世界雇用動向 2014 年版より作成

 1  Cripps, F. 2013, Global Policy Models; Database update and extension, 
mimeo（Geneva, International Labour Office）
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　長男は現在20歳の大学生。19歳の
時からアルバイトをやっている。初め
てのバイト先が牛丼チェーンの○○屋
であった。ある日バイトから帰ってき
てこんなことを言った。「○○屋の労
働組合はお父さんのところ(産別)に入
ってる？」「なぜ？」ときくと、「労働
条件が悪いんだよ。僕の研修担当は高
校生だよ。しょっちゅう応援であっち
こっちの店に行かされるし、人手が足
らないんだよ」とのこと。結局○○屋
は辞めた。現在は古本等の買い取りの
バイトに行っているが、「今度のバイ
トはどう？」ときくと、「楽しいよ」。「前
がひどすぎたからじゃないの」と言う
と、「そうだね」。
 学生時代のアルバイトは働いてお金

をもらう貴重な経験である。バイトを
通じて職場の人間関係やルールを学ぶ
し、正社員の働き方や労働条件が垣間
見える。しかし、労働法や労働組合に
ついては教えてくれない。
　連合総研は、労働者教育に関する研
究会を立ち上げる。そのためのキック
オフになればと、今回、労働教育を特
集した。労働教育に関する提言や報告
はこれまで各分野からたくさん出され
たが、実態は改善されていない。一方
で若者を使い捨てにする「ブラック企
業」が社会問題にもなっている。研究
会を通じて、現実を変えていく力にな
る、労働組合の活動と人材育成につな
がる成果物や提言ができればと思う。

（オカリーナの森）
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＜退任＞　
南雲　智映（なぐも　ちあき）研究員　３月31日付退任　

〔ご挨拶〕連合総研ではアルバイト・研究員の期間を通算して５年9か月にわたりお
世話になりました。在任中は「勤労者短観」、21世紀の日本の労働組合研究（Ⅱおよ
びⅢ）、震災後の労働組合の活動調査（岩手県担当）など、アンケートやヒアリング
調査を中心に担当してまいりました。着任までは実際の労働運動を知らずにきました
が、調査を通じて連合や地方連合会、産別や単組の皆さんとの交流の機会をいただき、
その一端を垣間見ることができました。誠にありがとうございました。この経験を今
後の調査・研究に活かすとともに、何らかの形で連合・連合総研へ恩返しできるよう
に今後も精進したいと思います。

（東海学園大学経営学部へ移動）

4

【3 月の主な行事】

　　　 3 月５日 所内・研究部門会議

 ６日 21 世紀の日本の労働組合活動に関する調査研究委員会Ⅳ

  「労働組合の職場活動」 　　　 （主査：橋元　秀一　國學院大學教授）

 12 日 所内勉強会

  企画会議

 15 日 「日本的」雇用システムと労使関係の歴史的検証に関する研究委員会

（主査：佐口　和郎　東京大学教授）

 19 日 所内・研究部門会議

 24 日 住民自治と社会福祉のあり方に関する研究委員会

 26 日 企業における労務構成の変化と労使の課題に関する調査研究委員会

( 主査：戒野　淑子　立正大学教授 )
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